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　朝日町では、災害発生時に避難勧告や避難指示などの緊急情報を、町内にいる
ＮＴＴドコモの携帯電話利用者に対して一斉に配信する、緊急速報「エリアメー
ル」を1月16日㈪から導入します。
　

エリアメールの特徴
○受信者側の事前登録が不要
　　エリアメールを受信するにあたって、事前の煩わしい登録作業は必要ありません。
　　ただし、機種によっては受信設定を行っていただく必要があります。
○朝日町内なら誰にでも情報配信が可能
　　エリアメールは、配信対象エリアの携帯電話に対して配信されるため、町民の方々だけでなく、町外
　から通勤されている方々や、観光客の方々にも配信されます。
○携帯画面に自動的に表示
　　エリアメールを受信すると、専用着信音とともに携帯画面に自動表示され、素早く災害時の緊急情報
　を得ることが可能です。
○配信項目
　　避難準備情報、避難勧告、避難指示、津波警報、大津波警報、指定河川洪水情報、土砂災害警戒情報、
　東海地震予知情報、弾道ミサイル情報、航空攻撃情報、ゲリラ・特殊部隊攻撃情報、大規模テロ情報　
　計12項目
　
※このエリアメールを受信することができるのは、エリアメール対応機種であり、受信設定を行っている
　ＮＴＴドコモ携帯電話のみとなっております。
　なお、エリアメールを受信するにあたって受信料が発生することはありません。
　詳しくは、お近くのドコモショップ等、ＮＴＴドコモの窓口にお問い合わせいただくか、ＮＴＴドコモ
ホームページ（http://www.nttdocomo.co.jp/service/safety/areamail/）をご覧ください。
　
　この緊急速報「エリアメール」の導入より、一人でも多くの人が災害発生時に緊急情報を受け取ること
が可能となります。
　この緊急速報「エリアメール」は、四日市市、桑名市、菰野町、川越町など他市町でも導入されていま
す。
　
　問い合わせ先　総務課　TEL 377－5651
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忘れずにお持ちください。
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あさけプラザ： 四日市市下宮町296－1
三重県四日市庁舎： 四日市市新正4－21－5

時間　9時30分～12時
　　　及び13時～16時 
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じばさん三重

申告に必要なもの
①印鑑（シャチハタ不可）
②源泉徴収票（原本）や収支内訳書など平成23年中の所
　得がわかるもの（源泉徴収票は勤務先や年金の支払先
　から発行されます）
③申告者本人の口座がわかるもの（還付の申告をされる
　方）
④銀行印（新たに振替納税をされる方）
⑤住民基本台帳カード（e-Taxをご利用される方）

所得控除を受けるために必要なもの
①国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、
　国民年金保険料などの支払額がわかるもの（ただし、
　国民年金保険料などについては、その支払いをした旨
　を証する書類）
②生命保険料や地震保険料などの控除証明書
③医療費などの領収書（支払額が10万円以上または総所
　得金額等の5％を超える場合、医療費控除を受けるこ
　とができます）、補てん金額のわかるもの（出産一時金、
　高額療養費などがある場合はその金額がわかるもの）
④配偶者や扶養親族の所得がわかる書類
⑤身体障害者手帳など障害者控除を受けるための書類
⑥配当所得を申告する場合は、支払通知書など
※平成23年中に家屋を新築、購入又は増改築等をして住宅借入金等
　特別控除（住宅ローン控除）の申告される方については、ほかに
　必要書類があります。ご不明な場合には、お問い合わせください。

あ さ け プ ラ ザ 
三重県四日市庁舎 

■四日市税務署の申告会場
　四日市税務署では、次のとおり申告会場が設営されます。
　○開設場所　じばさん三重　6階　（四日市市安島一丁目3番18号）
　○開設期間　2月16日㈭～3月15日㈭（土日を除く）　○開設時間　9時～17時
　　※昨年から申告会場が『じばさん三重』になっております。
　　※期間中、税務署には確定申告会場が設営されませんのでご注意ください。
　　※会場へはなるべく公共交通機関をご利用ください。

■申告会場に行かなくても確定申告を提出することができます
　　国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」で作成したデータは、e-Taxを利用して申告書を提出するこ
　とができます。是非ご利用ください。
　　国税庁ホームページ：　http://www.e-tax.nta.go.jp　＊e-Taxの利用に際しては、事前準備が必要です。
　問い合わせ先：税務課　377ー5655

　個人向けの電子証明書は、地方公共団体による「公的個人認証サービス」にて発行されており、住民票のある
市区町村の窓口で住民基本台帳カード（住基カード）を入手し、申請書等を提出して発行を受けてください（発行手数
料として、住基カードは500円、電子証明書は500円が必要です。）。
　住民基本台帳カード（住基カード）は、申請していただいたその日に発行されません。お手元に届くまでに数日かか
ります。さらには、確定申告期が近づき、多数の方から住基カードの取得の希望があった場合には、発行までに数週間
かかる場合があり、確定申告期限までに発行できないことも考えられます。
　なお、電子証明書の有効期限は3年間ですので、更新時期にご注意ください。
　詳しくは、役場町民環境課（377－5653）までお問い合わせください。

■無料税務相談所（下記日程以外は開催しておりません。）

ご自宅のパソコンから申告
などの手続ができます。

四日市税務署からのお知らせ

をご利用ください。
さらに便利で使いやすく！
ネットでどこでも申告・納税。

e-Tax
国税電子申告・納税システム
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e-Taxを利用するためには、原則「電子証明書」が必要になります。

住民基本台帳カード及び電子証明書の取得はお早めに！
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